
（第18549号）東 京 都 公 報令和8年5月21日（木曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
七
条
に
よ
る
告
示
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）…
一

告

示
（
公
）

○
指
定
講
習
機
関
の
届
出
事
項
の
変
更
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
一

○
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

告

示
（
水
）

○
昭
和
四
十
年
東
京
都
水
道
局
告
示
第
九
号
（
水
道
料
金
等

の
徴
収
又
は
還
付
に
関
す
る
公
示
送
達
を
掲
示
す
る
掲
示

場
の
指
定
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

告

示
（
下
水
）

○
昭
和
五
十
七
年
東
京
都
下
水
道
局
告
示
第
四
十
五
号
（
地

方
自
治
法
に
よ
る
徴
収
金
の
徴
収
又
は
還
付
に
関
す
る
公

示
送
達
の
掲
示
場
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
七
十
九
号

次
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い

の
で
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六

号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引

業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
右
三
十
日
を
経
過
し
た
日
を
も
っ
て
当
該

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
。

令
和
八
年
五
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

商
号

株
式
会
社
未
来
製
作
所

二

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

大
城

徹
治

三

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

千
代
田
区
神
田
須
田
町
二
丁
目
二
十
三
番
一
号

四

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑴
第
一
〇
七
〇
二
五
号

五

免
許
年
月
日

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１８２号

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
（
平
成
２
年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
１
号
）
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
講

習
機
関
か
ら
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
８
年
５
月
２１日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

変
更
届
出

が
あ
っ
た

指
定
講
習

機
関

変
更
事
項

新
旧

変
更
年
月
日

株
式
会
社

シ
グ
マ

代
表
者
の

氏
名

鈴
木

健
弘
藤
田
博
一
令
和
８
年
３

月
１６日

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１８３号

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）
第
１０８条

の
３２の

３
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
、
自
動
車
教
習
所
の
運
転
免
許

取
得
者
等
検
査
の
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
１０８条

の
３２の

２
第
２
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

令
和
８
年
５
月
２１日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
認
定
年
月
日

令
和
８
年
２
月
１
日

２
認
定
事
項

名
称
、
住
所
及
び

代
表
者
の
氏
名

運
転
免
許
取
得
者

等
検
査
に
使
用
す

る
施
設
の
名
称
及

び
所
在
地

運
転
免
許
取
得
者
等

検
査
の
方
法
の
区
分

及
び
名
称

株
式
会
社
新
神
戸

ド
ラ
イ
ヴ
ィ
ン
グ

ス
ク
ー
ル

豊
島
区
南
大
塚
三

丁
目
４６番

３
号

吉
村
充
司

ス
マ
ー
ト
ド
ラ
イ

バ
ー
ス
ク
ー
ル
東

京
立
川

あ
き
る
野
市
瀬
戸

岡
７７６番

地
２

運
転
免
許
取
得
者
等

検
査
の
認
定
に
関
す

る
規
則
（
令
和
４
年

国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
８
号
）
第
１
条

第
１
号

認
定
認
知
機
能
検
査

同
等
検
査

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１８４号
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道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）
第
１０８条

の
３２の

３
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
、
自
動
車
教
習
所
の
運
転
免
許

取
得
者
等
検
査
の
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
１０８条

の
３２の

２
第
２
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

令
和
８
年
５
月
２１日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
認
定
年
月
日

令
和
８
年
４
月
１
日

２
認
定
事
項

名
称
、
住
所
及
び

代
表
者
の
氏
名

運
転
免
許
取
得
者

等
検
査
に
使
用
す

る
施
設
の
名
称
及

び
所
在
地

運
転
免
許
取
得
者
等

検
査
の
方
法
の
区
分

及
び
名
称

株
式
会
社
池
上
自

動
車
教
習
所

大
田
区
大
森
南
五

丁
目
５
番
５
号

野
村

篤

池
上
自
動
車
教
習

所大
田
区
大
森
南
五

丁
目
５
番
５
号

運
転
免
許
取
得
者
等

検
査
の
認
定
に
関
す

る
規
則
（
令
和
４
年

国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
８
号
）
第
１
条

第
１
号

認
定
認
知
機
能
検
査

同
等
検
査

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１８５号

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）
第
１０８条

の
３２の

３
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
、
自
動
車
教
習
所
の
運
転
免
許

取
得
者
等
検
査
の
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
１０８条

の
３２の

２
第
２
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

令
和
８
年
５
月
２１日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
認
定
年
月
日

令
和
８
年
２
月
１
日

２
認
定
事
項

名
称
、
住
所
及
び

代
表
者
の
氏
名

運
転
免
許
取
得
者

等
検
査
に
使
用
す

る
施
設
の
名
称
及

び
所
在
地

運
転
免
許
取
得
者
等

検
査
の
方
法
の
区
分

及
び
名
称

株
式
会
社
新
神
戸

ド
ラ
イ
ヴ
ィ
ン
グ

ス
ク
ー
ル

豊
島
区
南
大
塚
三

丁
目
４６番

３
号

吉
村
充
司

ス
マ
ー
ト
ド
ラ
イ

バ
ー
ス
ク
ー
ル
東

京
立
川

あ
き
る
野
市
瀬
戸

岡
７７６番

地
２

運
転
免
許
取
得
者
等

検
査
の
認
定
に
関
す

る
規
則
（
令
和
４
年

国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
８
号
）
第
１
条

第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者
同

等
運
転
技
能
検
査

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１８６号

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）
第
１０８条

の
３２の

２
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
、
自
動
車
教
習
所
の
運
転
免
許

取
得
者
等
教
育
の
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

令
和
８
年
５
月
２１日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
認
定
年
月
日

令
和
８
年
２
月
１
日

２
認
定
事
項

名
称
、
住
所
及
び

代
表
者
の
氏
名

運
転
免
許
取
得
者

等
教
育
に
使
用
す

る
施
設
の
名
称
及

び
所
在
地

運
転
免
許
取
得
者
等

教
育
の
課
程
の
区
分

及
び
名
称

株
式
会
社
新
神
戸

ド
ラ
イ
ヴ
ィ
ン
グ

ス
ク
ー
ル

豊
島
区
南
大
塚
三

丁
目
４６番

３
号

吉
村
充
司

ス
マ
ー
ト
ド
ラ
イ

バ
ー
ス
ク
ー
ル
東

京
立
川

あ
き
る
野
市
瀬
戸

岡
７７６番

地
２

運
転
免
許
取
得
者
等

教
育
の
認
定
に
関
す

る
規
則
（
平
成
１２年

国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号
）
第
１
条

第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者
同

等
講
習

告

示
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
告
示
第
六
号

昭
和
四
十
年
東
京
都
水
道
局
告
示
第
九
号
（
水
道
料
金
等
の
徴
収

又
は
還
付
に
関
す
る
公
示
送
達
を
掲
示
す
る
掲
示
場
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

令
和
八
年
五
月
二
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

題
名
中
「
を
掲
示
す
る
掲
示
場
の
指
定
」
を
「
の
方
法
」
に
改
め

る
。「

次
の
上
欄
に
掲
げ
る
収
入
金
」
を
「
水
道
料
金
等
」
に
、
「
の

掲
示
場
は
、
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
」
を
「
は
、
公
示
事
項
（
地

方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
十
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
公
示
事
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
地
方
税
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法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
第
一
条
の

八
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
公
示
事
項
が

記
載
さ
れ
た
書
面
を
営
業
所
、
多
摩
水
道
改
革
推
進
本
部
若
し
く
は

東
京
都
庁
内
の
掲
示
場
に
掲
示
し
、
又
は
公
示
事
項
を
営
業
所
、
多

摩
水
道
改
革
推
進
本
部
若
し
く
は
東
京
都
庁
内
に
設
置
し
た
電
子
計

算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状

態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
」
に
改
め
、
表
を

削
る
。

告

示
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
告
示
第
六
号

昭
和
五
十
七
年
東
京
都
下
水
道
局
告
示
第
四
十
五
号
（
地
方
自
治

法
に
よ
る
徴
収
金
の
徴
収
又
は
還
付
に
関
す
る
公
示
送
達
の
掲
示

場
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
五
月
二
十
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長

藤

橋

知

一

前
文
中
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

二
百
三
十
一
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
」
を
削
り
、
「
ほ

か
、
」
の
下
に
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
税
の
公
示

送
達
の
例
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状

態
に
置
く
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
送
達
す
べ
き
書
類
を
特
定
す
る

た
め
に
必
要
な
情
報
、
そ
の
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
公

示
送
達
を
す
る
者
が
そ
の
書
類
を
保
管
し
、
い
つ
で
も
送
達
を
受
け

る
べ
き
者
に
交
付
す
る
旨
（
以
下
「
公
示
事
項
」
と
い
う
。
）
が
記

載
さ
れ
た
書
面
を
」
を
加
え
、
「
又
は
還
付
の
」
を
「
若
し
く
は
還

付
の
」
に
、
「
又
は
事
業
機
関
」
を
「
若
し
く
は
事
業
機
関
」
に
、

「
掲
示
し
て
行
う
」
を
「
掲
示
し
、
又
は
公
示
事
項
を
当
該
部
若
し

く
は
事
業
機
関
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も

の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に

よ
つ
て
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

表
一
の
項
中
「
第
一
条
第
一
項
」
を
「
第
一
条
」
に
、
「
東
京
都

庁
」
を
「
都
庁
内
」
に
改
め
、
「
東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八

番
一
号
」
を
削
る
。



令和8年5月21日（木曜日）東 京 都 公 報（第18549号） ４

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


